
 

 

○ 西いぶり広域連合規約 
 

 平成 12年 3月 8日 

規約第１号 

 

（広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、西いぶり広域連合（以下「広域連合」という。）という。 

（広域連合を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合は、室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町（以下「関

係市町」という。）をもって組織する。 

（広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 

（１） ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務 

（２） 最終処分場の設置、管理及び運営に関する事務 

（３） 都市公園（広域連合が所管するものに限る。以下同じ。）の設置、管理及び運

営に関する事務 

（４） リサイクルプラザの設置、管理及び運営に関する事務 

（５） 共同電算センターの設置、管理及び運営に関する事務 

（６） 広域行政の振興及び課題の調査研究並びに連絡調整に関する事務 

２ 前項各号に定める事務を共同処理する市町は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、

当該各号に定める市町とする。 

（１） 前項第１号から第４号までに規定する事務 室蘭市、伊達市、豊浦町、壮瞥

町及び洞爺湖町 

（２） 前項第５号に規定する事務 室蘭市、登別市、伊達市及び壮瞥町 

（３） 前項第６号に規定する事務 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町及び

洞爺湖町 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８

４条第３項の広域計画をいう。）には、次の項目を記載するものとする。 

（１） ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。 

（２） 最終処分場の設置、管理及び運営に関すること。 

（３） 都市公園の設置、管理及び運営に関すること。 

（４） リサイクルプラザの設置、管理及び運営に関すること。 



 

（５） 共同電算センターの設置、管理及び運営に関すること。 

（６） 広域行政の振興及び課題の調査研究並びに連絡調整に関すること。 

（広域連合の事務所） 

第６条 広域連合の事務所は、室蘭市石川町２２番地２に置く。 

（広域連合の議会の組織） 

第７条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数は、１５人とす

る。 

（広域連合議員の選挙の方法） 

第８条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において

選挙する。 

２ 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。 

（１） 室蘭市 ４人 

（２） 登別市 ２人 

（３） 伊達市 ３人 

（４） 豊浦町 ２人 

（５） 壮瞥町 ２人 

（６） 洞爺湖町 ２人 

３ 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第１１８条の例による。 

４ 広域連合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 

５ 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速や

かに、これを選挙しなければならない。 

（広域連合議員の任期） 

第９条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。 

（広域連合の議会の議長及び副議長） 

第１０条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しな

ければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 

（広域連合の執行機関の組織） 

第１１条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長５人及び事務管理者１人を置く。 

（広域連合の執行機関の選任の方法） 

第１２条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これ

を選挙する。 

２ 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。 

３ 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長をもって充てる。 

４ 事務管理者は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の副市町長の

うちから選任する。 



 

５ 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。 

（広域連合の執行機関の任期） 

第１３条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。 

２ 事務管理者の任期は、関係市町の副市町長としての任期による。 

（副広域連合長及び事務管理者の職務） 

第１４条 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は

広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を

代理する。 

２ 事務管理者は、広域連合長を補佐し、その補助機関である職員の担任する事務を監

督する。 

 （会計管理者） 

第１５条 広域連合に会計管理者１人を置く。 

２ 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。 

（補助職員） 

第１６条 第１１条及び前条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。 

２ 前項の職員は、広域連合長がこれを任免する。 

（選挙管理委員会） 

第１７条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから広域

連合の議会においてこれを選挙する。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

（監査委員） 

第１８条 広域連合に、監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合

の財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（次項において「識見を有す

る者」という。）及び広域連合議員のうちから、それぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、

広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。 

（広域連合の経費の支弁の方法） 

第１９条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

（１） 関係市町の負担金 

（２） 事業収入 

（３） 国及び北海道の支出金 

（４） 地方債 

（５） その他 



 

２ 前項第１号に規定する負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、そ

の負担割合は、別表のとおりとする。 

（委任） 

第２０条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

 

 

附 則（平成１２年３月８日付北海道市町村第２５９０号指令により許可） 

（施行期日） 

１ この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２２年度から平成２７年度までの間における別表の規定の適用にあっては、同

表の管理費の項及び施設管理及び運営費の項中「均等割（登別市を除く。）」とある

のは、「旧７市町村均等割」とする。 

 

附 則（平成１３年３月３０日第１号。平成１３年３月３０日付北海道市町村第

２２２５号指令により許可） 

この規約は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１３年１０月２９日第２号。平成１３年１０月２９日付北海道市町

村第１１１８号指令により許可） 

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

 

附 則（平成１５年３月３１日第１号。平成１５年３月３１日付北海道市町村第

２３７８号指令により許可） 

この規約は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１７年７月７日第１号。平成１７年７月７日付北海道市町村第８６

５号指令により許可） 

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

 

附 則（平成１８年１月６日第１号。平成１８年１月６日付北海道市町村第２１

０１号指令により許可) 

（施行期日） 

１ この規約は、平成１８年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日から平成１８年３月２６日までの間におけるこの規約による変更後の西いぶ



 

り廃棄物処理広域連合規約（以下「変更後の規約」という。）第７条及び第８条の規定

の適用にあっては、変更後の規約第７条中「１５人」とあるのは「１７人」とし、変

更後の規約第８条第２項第２号中「３人」とあるのは「５人」とする。 

３ 平成１７年度分の負担金にあっては、変更後の規約の規定にかかわらず、伊達市と

この規約による変更前の西いぶり廃棄物処理広域連合規約（以下「変更前の規約」と

いう。）第２条に規定する大滝村（以下「旧大滝村」という。）の合併が平成１７年度

末日まで行われなかったものとみなした場合における変更前の規約の規定によるもの

とする。この場合において、旧大滝村に係る負担金（施行日前までに旧大滝村が納入

した負担金を除く。）は、伊達市が負担するものとする。 

 

附 則（平成１８年３月６日第２号。平成１８年３月６日付北海道市町村第２５

８７号指令により許可）  

 この規約は、平成１８年３月２７日から施行する。ただし、別表の変更規定（備考

１の変更規定及び備考３の変更規定（「関係市町村」を「関係市町」に改める部分に限

る。）を除く。）は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１８年１０月６日第３号。平成１８年１０月６日付北海道市町村第

１２３２号指令により許可） 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成１８年１１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日後最初に行われる伊達市の議会の議員の一般選挙までの間におけるこの規約

による変更後の西いぶり広域連合規約（以下「変更後の規約」という。）第８条第２項

第３号の規定の適用にあっては、同号中「３人」とあるのは「５人」とし、施行日後

最初に行われる洞爺湖町の議会の議員の一般選挙までの間における変更後の規約第８

条第２項第６号の規定の適用にあっては、同号中「２人」とあるのは「４人」とする。 

３ 前項の規定により、変更後の規約第８条第２項第３号又は第６号の規定が読み替え

て適用される場合にあっては、変更後の規約第７条の規定にかかわらず、西いぶり広

域連合の議会の議員の定数は、変更後の規約第８条第２項各号に掲げる定数（前項の

規定により読み替えて適用される場合には当該読み替えられた定数）の合計とする。 

４ 平成１８年度から平成２１年度までの間における変更後の規約別表の規定の適用に

あっては、同表の管理費の項及び施設管理及び運営費の項中「均等割（登別市を除く。）」

とあるのは「旧７市町村均等割」とする。 

 

附 則（平成１９年３月２６日第１号。平成１９年３月２６日付北海道市町村第

２１７９号指令により許可） 



 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による

変更後の西いぶり広域連合規約第１２条第４項の規定により、事務管理者として選任

されたものとみなす。 

 

附 則（平成２１年１月１４日第１号。平成２１年１月１４日付胆地政第    

３５６７号指令により許可） 

 この規約は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２２年１月１５日第１号） 

この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年７月６日第１号） 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成２４年７月９日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２４年度分の負担金については、この規約による変更後の西いぶり広域連合規

約の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（平成２６年１月１７日第１号） 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の際現に償還中の地方債償還金（共同電算センターに係るものに限

る。）に係る人口割における人口については、なお従前の例による。 

 

附 則（平成３０年２月６日第１号） 

この規約は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 



 

 

別表（第１９条関係） 

区  分 負担割合 

管 

理 

費 

議会費及び

行政委員会

費 

５０％の経費 
均等割（登別市を除く。） ５％ 

実績ごみ処理量割 ９５％ 

５０％の経費 
均等割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ５％ 

人口割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ９５％ 

総 務 費 

共同電算センター及び広

域行政の振興及び課題の

調査研究並びに連絡調整

に関する事務（以下「広

域振興事務」という。）

以外に係る経費 

均等割（登別市を除く。） ５％ 

実績ごみ処理量割 ９５％ 

共同電算センターに係る

経費 

均等割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ５％ 

人口割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ９５％ 

広域振興事務に係る経費 
均等割 ２０％ 

人口割 ８０％ 

職 員 費 

共同電算センターの事務

及び広域振興事務以外の

事務に主に従事する職員

に係る経費 

均等割（登別市を除く。） ５％ 

実績ごみ処理量割 ９５％ 

共同電算センターの事務

に主に従事する職員に係

る経費 

均等割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ５％ 

人口割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ９５％ 

広域振興事務に主に従事

する職員に係る経費 

均等割 ２０％ 

人口割 ８０％ 

施
設
管
理
及
び
運
営
費 

ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設 
均等割（登別市を除く。） ５％ 

実績ごみ処理量割 ９５％ 

最終処分場 実績ごみ処理量割 １００％ 

都市公園 
人口割（登別市を除く。） ５％ 

人口割（室蘭市及び伊達市に限る。） ９５％ 

リサイクルプラザ 
均等割（登別市を除く。） ５％ 

実績資源ごみ処理量割 ９５％ 

共同電算センタ

ー 

施設管理経費 
均等割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ５％ 

人口割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ９５％ 

システム運用経費 

利用団体による均等割 ５％ 

利用団体による人口割 ９５％ 



 

施
設
建
設
・
整
備
費
及
び
地
方
債
償
還
金 

ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設整

備に関する計画策定に係る経費 

均等割（登別市を除く。） ５％ 

実績ごみ処理量割 ９５％ 

ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設 
旧７市町村均等割 ５％ 

計画ごみ処理量割 ９５％ 

最終処分場 計画ごみ処理量割 １００％ 

都市公園 
人口割（登別市を除く。） ４０％ 

計画ごみ処理量割 ６０％ 

リサイクルプラザ 
旧７市町村均等割 ５％ 

計画ごみ処理量割 ９５％ 

共同電算センタ

ー 

施設整備費 
均等割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ５％ 

人口割（豊浦町及び洞爺湖町を除く。） ９５％ 

システム整備費 
利用団体による均等割 ５％ 

利用団体による人口割 ９５％ 

備考 

１ 実績ごみ処理量とは、当該年度における関係市町ごとのごみ処理施設及び粗大

ごみ処理施設への搬入実績量をいう。 

２ 人口とは、予算の属する年度の前年度末日の住民基本台帳人口とする。ただし、

次の各号に掲げる人口は、当該各号に定める人口とする。 

（１） 施設建設・整備費及び地方債償還金の項の都市公園の区分に係る人口 平

成１２年３月末日の住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計（以下「平成

１２年人口」という。）。この場合において、伊達市の平成１２年人口につい

ては、伊達市と旧大滝村（平成１８年３月１日における合併前の大滝村をい

う。以下同じ。）の平成１２年人口の合計とし、洞爺湖町の平成１２年人口に

ついては、旧虻田町（平成１８年３月２７日における合併前の虻田町をいう。

以下同じ。）と旧洞爺村（同日における合併前の洞爺村をいう。以下同じ。）

の平成１２年人口の合計とする。 

（２） 施設建設・整備費及び地方債償還金の項の共同電算センターの区分（当

該整備費に関し地方債を起債し、又は債務負担行為を定める場合に限る。）に

係る人口 当該整備費に係る歳出予算を計上した初年度の前年度末日の住民

基本台帳人口 

（３） 広域振興事務の区分に係る人口 官報で公示された最近の国勢調査によ

る人口 

３ 人口割（室蘭市及び伊達市に限る。）における伊達市の人口については、伊達市

の区域から旧大滝村の区域を除いた区域の人口とする。 

４ 実績資源ごみ処理量とは、当該年度における関係市町ごとのリサイクルプラザ



 

への搬入実績量をいう。 

５ 旧７市町村均等割とは、旧虻田町、旧洞爺村及び旧大滝村に係る合併が行われ

なかったものとみなした場合における地方公共団体（登別市を除く。）の数を基礎

とした均等割とする。この場合において、旧大滝村に係る均等割は伊達市が負担

し、旧虻田町及び旧洞爺村に係る均等割は洞爺湖町が負担するものとする。 

６ 計画ごみ処理量割については、西胆振地域廃棄物広域処理基本構想（平成１１

年３月、西胆振地域廃棄物広域処理検討会議において策定）で算出した平成２１

年度におけるごみ処理量を基礎として、市町村協議会において同意された割合と

する。この場合において、伊達市と旧大滝村に係る割合の合計を伊達市の割合と

し、旧虻田町と旧洞爺村に係る割合の合計を洞爺湖町の割合とする。 

７ 施設管理経費とは、システム運用経費を除いた共同電算センターの管理及び運

営に係る経費をいう。 

８ システム運用経費とは、電算システム機能の管理及び運用に係る経費をいう。 

９ 利用団体とは、個別の電算システム機能を利用する市町をいう。 

１０ 施設整備費とは、システム整備費を除いた共同電算センターに係るデータセ

ンター、ネットワーク及びシステム機器の建設又は整備に係る費用をいう。 

１１ システム整備費とは、電算システム機能の整備に係る費用をいう。 

 

 


